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農地を貸したい、借りたいが…

　農地が借りやすくなったと言われますが、
具体的にどう変わったの？

　農地を利用する者を確保・拡大するため、農地の規
制緩和が行われました。これまでは、農地の借り手は
農業者や農業生産法人に限られていましたが、法改正
で農地を効率的に利用する者であれば、農作業に常時
従事しない個人や農業生産法人以外の法人でも、「解除
条件付き」の契約を前提に農地を借りて農業を行うこ
とができるようになりました。

例えば…　　　　　　　　　　《従前より》
　1　�農地の借り手が、「農作業常時従事者

（農業者）」や「農業生産法人」の場合

　次の農地の権利移動の５つの要件を満たすと権利
の移動ができます。
【全部効率要件】
　①�農地のすべてを効率的に利用して耕作する。
【下限面積要件】　
　②�経営面積の合計が原則２ha（北海道の場合）以上。
【農作業常時従事要件】
　③個人の場合は農作業に常時従事する。
【農業生産法人要件】
　④法人の場合は農業生産法人であること。
【地域との調和要件】　　　　※今回より新設
　⑤�「周辺の農地利用に悪影響を与えないこと」
　　例…�地域の実勢の借賃に比べ極端に高額な借賃で

契約され、周辺における農地の借賃の引き上
げをもたらすおそれのある行為など。

例えば…　　　　　　　　　　　　　　《拡充》
　2　�農地の借り手が、「農作業常時従事者以

外の個人（農業者以外）」や「農業生産
法人以外の法人」の場合

　「解除条件付き」の契約（農地を適正に利用していない
場合に解除をする旨の条件が付されていること）を前提
に、農地を借りて農業を行うことができるようになりま
した。つまり解除条件付き契約による農地貸借の場合は、
左記の５つ要件のうち③及び④の要件は不要になります。
　しかし一方で、「地域の他の農業者と役割分担をし継
続的かつ安定的な農業経営を行うこと」「法人の場合、
業務執行役員の一人以上が耕作などの事業に常時従事す
ること」の２つの要件が課されることになります。

　※１　上記の場合でも所有権の移転はできません。

　※２�　解除条件付き契約の借り手が適正に農地を利用しない場合は、
貸し手が契約を解除することになっていますが、解除されない場
合は、農地法によって許可の取り消しが行われます。

　農地法の改正により、従来の「標準小作料」が
廃止され、これに代わる農業委員会による「実勢
賃借料の情報提供」が義務化されました。また、
農地法で農業委員会は「担い手の経営を守る視点
から、地域の平均的な担い手が負担し得る賃借料
を提示できる仕組みを措置すること」とされまし
た。これを受け、当委員会では目安とするため「標
準賃借料」を設定しました。
　このことは農地法の中で規定されている「周辺
の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的
な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと」
や「地域の実勢の借賃に比べて極端に高額な借賃
で契約がされ、周辺の地域における農地の一般的
な借賃の引上げもたらすおそれのある権利取得」
などの判断基準として設定するものです。

標準賃借料を設定しました

浜中町標準賃借料
作目：牧　草　

（標準額の単位：10a当たり）

農地の区分 賃借料の
標準額　 備　　　　考

畑の部　上 2,600円 牧草10ａ当たり
生産量４．０ｔ

畑の部　中 2,000円 牧草10ａ当たり
生産量３．７ｔ

畑の部　下 1,200円 牧草10ａ当たり
生産量３．０ｔ

※�本表の「標準賃借料」は、農業情勢
等の変動により必要があると認める
ときは、随時見直しをします。

お詫び

－農地法第３条－

上記の権利移動等で農地法の許可を受けない場合は、３年以下の懲役、または 300 万円以下の罰金が
課せられます。（罰則が強化）

　

四
月
十
五
日
に
発
行
し
た
「
農
業
委
員
会
情
報　

号
外
号
」
の

中
で
、
浜
中
町
賃
借
料
情
報
の
10　

当
り
は
、
10
ａ
当
り
の
誤
り

で
し
た
。

　

訂
正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。 ha

農
業
委
員
会
情
報

ＶＯＬ．６
【編　集】
浜　中　町
農業委員会
農 政 部 会

　
農
業
委
員
会
へ
の
質
問
や
ご
相
談
は
、

左
記
ま
た
は
、
地
域
の
農
業
委
員
ま
で

浜
中
町
農
業
委
員
会

☎
六
五－

二
一
二
九
（
直
通
）


